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施設基準・算定要件等の詳細については、関連する告示・通知等

を御確認ください。

☆岡山県保健福祉部長寿社会課ホームページ（運営：岡山県）

http://222.pref.okayama.lg.jp/soshiki/35/

集団指導の資料については、長寿社会課のホームページからダウンロードが可能です。
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【 主な関係法令 】

【主な関係法令等】

・介護保険法（平成9年法律第123号）

・介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

・介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

（平成24年岡山県条例第62号）

※24年度までは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成11年厚生省令第37号）」が適用されていました。

・介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例

（平成24年岡山県条例第65号）

※24年度までは、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働

省令第35号)」が適用されていました。

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示

第127号）

・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企

第25号）

・介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の基準

等について（平成25年長寿第1868号）

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導

及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第36号）

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留

意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)

※上記の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等で確認できます。

文献：介護報酬の解釈《平成３０年４月版》（発行：社会保険研究所） 平成３０年６月発刊予定

ＨＰ：厚生労働省 法令等データベースシステム

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

総務省 法令データ提供システム

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

岡山県 長寿社会課ホームページ

http://www.pref.okayama.jp/page/299388.html

【介護保険に関する情報】

☆ＷＡＭ.ＮＥＴ（運営：独立行政法人福祉医療機構）

http://www.wam.go.jp/

福祉保健医療関連の情報を提供するための、総合的な情報ネットワークシステム。
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各 職 種 が 行 う 指 導 の 概 要 

居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは 病院、診療所及び薬局である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師又は歯科医師 

○計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づい

て実施 

○居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必

要な情報提供方法 

○訪問診療又は往診を行った日に限る 

 

薬剤師 

○医師又は歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理

及び指導 

○居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必

要な情報提供 

 

 

歯科衛生士 

（保健師、看護師、准

看護師） 

○訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策

定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃、有床

義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する指導、助言(20分以上) 

管理栄養士 

○計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養

管理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言(30分以上) 

 

居宅療養管理指導について 
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職  種  等 
 

      報酬単価  

単一建物居住者

1人の場合 

(単位) 注５ 

単一建物居住者

2～9人の場合 

(単位) 注５ 

単一建物居住者

10 人以上の場合

(単位) 注５ 

 

医師 注１ 

(月２回を限

度) 

居宅療養管理指導費

(Ⅰ) 
５０７ ４８３ ４４２ 

居宅療養管理指導費

(Ⅱ) 注２ 
２９４ ２８４ ２６０ 

 

歯科医師(月 2回を限度) 注１ 

 

５０７ ４８３ ４４２ 

薬剤師 注４ 

病院又は診療所の薬

剤師(月２回を限度)   
５５８ ４１４ ３７８ 

薬局の薬剤師      

(月４回を限度) 注３ 
５０７ ３７６ ３４４ 

 

管理栄養士 (月２回を限度) 

 

５３７ ４８３ ４４２ 

 

歯科衛生士 (月４回を限度) 
※歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に

相当するものを行う保健師、看護師及び

准看護師を含む 

 

３５５ ３２３ ２９５ 

介護報酬の体系・基本報酬 

 
 

注 1：訪問診療又は往診を行った日に限り算定できる。 

注 2：診療報酬の「在宅時医学総合管理料」又は「特定施設入居時等医学総合管理料」を算定する場

合。 

これらの管理料は、通院困難な患者に対し、計画的医学管理の下に月 2回以上の定期的な訪問診療を

行っている場合に月 1回に限り算定できる。 

注 3：末期の悪性腫瘍の者、中心静脈栄養を受けている者に対しては、2回/週、かつ、8回/月を限度

として算定。 

注 4：疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用者に対

して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合、１回につき１００単位を所定単

位数に加算。 

注 5：単一建物居住者＝当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導

事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者。 

 

※看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師

を除く）が行う場合：平成３０年４月１日廃止、ただし平成３０年９月３０日まで経過措置あり 

（平成３０年３月３１日まで）同一建物居住者以外 ４０２単位、同一建物居住者 ３６２単位 

 
 
 
 

5



加 算 

○離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する訪問介護等の提供を促進する観点から、

他の訪問系サービスと同様に、居宅療養管理指導においても、下記の加算を創設する。 

○これまで居宅療養管理指導については、通常の事業の実施地域を定めることが求められて

いないが、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、通常の

事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別地域加算 

 

○離島振興法、山村振興法等の指定地域等の特別地域（※１）

に所在する事業所が居宅サービスを行うことを評価するもの 
 ※１：離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、山村振興法、小笠原諸島振興開

発特別措置法、沖縄振興特別措置法等に定める地域 

  

所定単位数の１００分の１５（新設） 

 

中山間地域等における

小規模事業所加算 

 

○特別地域の対象地域を除く豪雪地帯、過疎地域等の中山間地

域等（※２）における小規模事業所（※３）が居宅サービスを

行うことを評価するもの 
※２：特別地域加算対象地域以外の地域で、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、半島振興法、特定農

山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、過疎地域

自立促進特別措置法に定める地域 

※３：１月当たり延訪問回数が５０回以下の指定居宅療養管理指導所、５回以下の指

定介護予防居宅療養管理指導事業所 
 

 所定単位数の１００分の１０（新設） 

 

 

 

中山間地域等に居住す

る者へのサービス提供

加算   

 

○中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算：特別地

域、中山間地域等（※４）に居住している利用者に対し、通常

の事業の実施地域を超えて居宅サービスを行うことを評価する

もの 
※４：特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算の対象地域 
 

 所定単位数の１００分の５（新設） 
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離島振興対策
実施地域

厚生労働大臣が
別に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

岡山市 犬島 － －

旧御津町
旧建部村
旧上建部村
旧鶴田村

旧建部町 あり

玉野市 石島 － － － － あり

備前市

鶴島
大多府島
鴻島
曽島

－ － 全域 全域 あり

瀬戸内市 前島 － － 旧牛窓町 旧牛窓町 あり

赤磐市 － － －

旧笹岡村
旧熊山村
旧山方村
旧佐伯北村

旧吉井町 あり

和気町 － － －
旧佐伯村
旧和気町

旧佐伯町 あり

吉備中央町 － － －

旧都賀村
旧円城村
旧新山村
旧江与味村
旧豊野村
旧下竹荘村

全域 あり

倉敷市
釜島
松島
六口島

－ － － － －

笠岡市

高島
白石島
北木島
真鍋島
小飛島
大飛島
六島

－ －
旧神島内村
旧北木島村
旧真鍋島村

－ あり

井原市 － － －
旧井原市
旧宇戸村
旧芳井町

全域 あり

総社市 － － －

旧池田村
旧日美村
旧下倉村
旧富山村

－ あり

高梁市 －

川上町地頭
川上町七地
川上町三沢
川上町領家
川上町吉木
川上町臘数
備中町志藤用瀬
備中町布瀬
備中町長屋
備中町布賀

－ 全域 全域 あり

新見市 － －
旧新見市
旧大佐町
旧神郷町

全域 全域 あり

－

－

旧下倉村（下倉）
旧富山村（宇山・種井・延原・槁）

旧中井村（西方・津々）
旧玉川村（下切・玉・増原）
旧宇治村（穴田・宇治・遠原・本郷）
旧高倉村（飯部・大瀬八長・田井）
旧上有漢村（上有漢）
旧吹屋町（吹屋・中野・坂本）
旧中村（布寄・羽根・長地・相坂・小泉）
旧大賀村（仁賀・上大竹・下大竹）
旧高山村（高山・高山市・大原）
旧平川村（平川）
旧湯野村（西山・東油野・西油野）

旧豊永村（豊永赤馬・豊永宇山・豊永佐伏）
旧熊谷村（上熊谷・下熊谷）
旧菅生村（菅生）
旧千屋村（千屋・千屋実・千屋井原・千屋花
見）
旧上刑部村（上刑部・大井野）
旧丹治部村（田治部・布瀬）
旧神代村
旧新郷村
旧本郷村
旧万歳村
旧新砥村
旧矢神村
旧野馳村

－

－

旧熊山村2-2（勢力・千躰・奥吉原）
旧山方村（是里・滝山・黒本・黒沢・中山）
旧佐伯北村（稲蒔・光木・石・八島田・暮田）
旧布都美村2-2（合田・中畑・石上・小鎌・西勢
実・広戸）

旧佐伯村（津瀬・米沢・佐伯・父井原・矢田部・
宇生・田賀・小坂・加三方）
旧日笠村（保曽・日笠上・日笠下・木倉）

旧津賀村（広面・上加茂・下加茂・美原・加茂
市場・高谷・平岡・上野・竹部）
旧円城村（上田東・細田・三納谷・上田西・円
城・案田・高富・神瀬・小森）
旧新山村（尾原・笹目・福沢・溝部）

旧宇戸村（宇戸谷・上高末・烏頭・宇戸）

（平成２９年４月１日現在）

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）
（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

市町村名 特別地域加算対象地域（１５％：注１）

旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）
旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）
旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）
旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品
田）

振興山村
（注２）

旧神根村（今崎・神根本・高田・和意谷）
旧三国村（加賀美・多麻・都留岐・笹目）

 特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一覧表 
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離島振興対策
実施地域

厚生労働大臣が
別に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

浅口市 － － － 旧寄島町 旧寄島町 －

早島町 － － － － － －

里庄町 － － － － － －

矢掛町 － － － 旧美川村 全域 あり

津山市 － －

旧津山市
旧勝北町
旧加茂町
旧阿波村

旧一宮村
旧高田村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村
旧新野村
旧大井西村

旧加茂町
旧阿波村
旧久米町

あり

真庭市 － －

旧湯原町
旧美甘村
旧川上村
旧八束村
旧中和村

旧北房町
旧勝山町
旧津田村
旧美川村
旧河内村
旧湯原町
旧久世町
旧美甘村
旧川上村
旧中和村

全域 あり

美作市 － －
旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村

旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村
旧豊田村
旧巨勢村
旧作東町
旧英田町

全域 あり

新庄村 － － 全域 全域 全域 あり

鏡野町 － －
旧奥津町
旧富村
旧上斎原村

全域 全域 あり

勝央町 － － － － － あり

奈義町 － － 全域 旧豊並村 全域 あり

西粟倉村 － － 全域 全域 全域 あり

久米南町 － － －
旧弓削町
旧竜山村

全域 あり

美咲町 －

上口
小山
栃原
中垪和
東垪和
西

－

旧大垪和村
旧旭町
旧吉岡村
旧南和気村

全域 あり

注２：振興山村、豪雪、特定農山村、過疎は平成合併前の旧市町村名で指定されています。

旧美川村（上高末・下高末・宇角・内田）

注１：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を除く。

－

旧豊並村（馬桑・関本・小坂・高円・皆木・西
原・行方）

全域

旧弓削町（下弓削・西山寺・松・上弓削・塩之
内・羽出木・全間・仏教寺・下二ヶ・上二ヶ・泰
山寺）

旧倭文西村（北・南・里・中）
旧江与味村2-2（江与味）
旧西川村（西垪和・西川・西川上）

旧富村（大・楠・富仲間・富西谷・富東谷）
旧久田村（久田上原・久田下原・黒木・河内・
土生）
旧泉村（井坂・女原・至孝農・杉・西屋・箱・養
野）
旧羽出村（羽出・羽出西谷）
旧奥津村（奥津・奥津川西・下齋原・長藤）
旧上齋原村
旧中谷村（入・山城・中谷）

-

-

旧上加茂村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村（奥津川・川東・市場・案内・羽賀・大
吉・西村・日本原・大岩）
※旧新野村の日本原は該当しません。

旧富原村（若代・下岩・清谷・曲り・古呂々尾
中・若代畝・高田山上・月田本・岩井谷・岩井
畝・上・野・後谷）
旧津田村（野原・舞高・旦土・吉・田原山上・上
山）
旧湯原町（禾津・釘貫小川・下湯原・田羽根・
都喜足・豊栄・仲間・久見・本庄・見明戸・三世
七原・社・湯原温泉）
旧二川村（粟谷・黒杭・種・小童谷・藤森）
旧美和村（余野上・余野下・樫西・樫東・目木・
三崎・中原・台金屋）
旧美甘村（鉄山・黒田・田口・延風・美甘）
旧中和村（下和・初和・別所・真加子・吉田）

旧梶並村（右手・真殿・梶並・楮・東谷上・東谷
下）
旧栗広村2-1（長谷内・馬形・宗掛）
旧大野村（川上・滝・野形・桂坪・笹岡）
旧東粟倉村（後山・太田・川東・中谷・野原・東
青野・東吉田）
旧豊田村（北原・友野・山口・山外野・大原・猪
臥・海内・平田）
旧巨勢村2-1（巨勢・海田）
旧福山村（万善・国貞・鈴家・田渕・柿ヶ原）
旧巨勢村2-2（尾谷）
旧河会村（上山・中川・横尾・北・南・滝ノ宮）

全域

-

注４：加算対象地域であるか、地名のみでは判断できない指定地域があります。具体的な対象地域については、各市町村にお問い合わせください。

注３：辺地については、別表（辺地地域一覧表）により御確認ください。

（平成２９年４月１日現在）

市町村名

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

特別地域加算対象地域（１５％：注１）
「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）

（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

振興山村
（注２）
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市町村名

山上・石妻 杉谷 畑鮎 金山寺 北野 勝尾・小田 野口 田地子上

土師方上 大田上 和田南 東本宮

津山市 物見 河井・山下 黒木 西谷・中土居 尾所 大高下 奥津川 八社

玉野市 石島

笠岡市 高島 白石島 北木島 真鍋島 飛島 六島

井原市 野上南部 野上北部 稗原 池井 共和・三原 水名 黒木 宇頭

総社市 延原・宇山

山際 柴倉 上野 追田 野呂 遠原 秋ヶ迫 本村

野原 楢井 家地 丸岩 陣山 大津寄 西野呂 割出

中野 坂本 吹屋 小泉 長地 上大竹 高山 高山市

布賀 平川 湯野 西山

花見 井原 千屋 菅生 足見 土橋 赤馬 宇山

松仁子 法曽 大井野 上油野 三室 高瀬 三坂 青木

田淵 大野 荻尾 久保井野 高野川東

備前市 頭島 大多府島 和意谷 加賀美 都留岐 笹目

是里東 是里中 是里西 滝山 中山 八島田 暮田 戸津野

中勢実 石・平山 合田・中畑 小鎌・石上

清谷
曲り・

古呂々尾中
後谷 上・岩井畝

高田山上・
野・若代畝

見尾・真賀 神代 吉

田原山上
・上山

別所・佐引 関上 日野上 杉山・日の乢 藤森
杉成・河面
・大杉

粟谷

立石 三野瀬 種 福井 見明戸 鉄山 阿口 樽見

井殿

右手 真殿 梶並 東谷下 東谷上 宗掛 江ノ原 西町

野形 滝 田井 後山 中谷 東青野 山外野 海田

梶原 小房 宮原 角南 白水 万善 国貞 田渕

柿ヶ原 日指 北 上山

和気町 大成
大杉・
加賀知田

上田土 南山方・丸山 奥塩田 北山方 室原 岸野

矢掛町 羽無 宇内

新庄村 堂ヶ原

近衛 大町 岩屋 越畑 中分 泉源 西谷下 下斉原

長藤 奥津 奥津川西 本村 石越平作 赤和瀬 小林遠藤 下東谷

馬場以北 宮原白賀 余川 興基

勝央町 上香山

奈義町 皆木

西粟倉村 大茅

久米南町 羽出木 全間 龍山 山手 京尾 安ヶ乢

長万寺 金堀 大垪和西 和田北 大垪和東 角石祖母 北 里

中 西川上 垪和 小山 大山 高城 定宗本山 畝宮山

上間

吉備中央町 広面 加茂山 津賀西 三納谷 高富 笹目・千守 納地 黒山

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
　（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地

美咲町

鏡野町

美作市

真庭市

赤磐市

新見市

高梁市

岡山市

辺地名 合計　221辺地

（H29.3.31現在）　辺地地域一覧（具体的な場所等が不明な場合は、該当市町村に確認すること。）
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居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導について

１ 概要
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導とは、事業を行う指定を受けた

病院、診療所、薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が、通院困
難な要介護者、要支援者の居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を
把握し、それらを踏まえて療養上の管理、指導等を行うものです。

２ 従業者の員数について
（１）病院又は診療所

①医師又は歯科医師
②薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するもの

を行う保健師、看護師、准看護師を含む）又は管理栄養士
その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

（２）薬局：薬剤師

3 サービスの実施に当たっての留意事項について
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）を参照。

（１）医師・歯科医師による居宅療養管理指導〔第２の６（２）〕
主治の医師及び歯科医師が、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理

に基づき、ケアマネジャー等に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
を行っていること。

また、利用者・家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法
等についての指導及び助言を行っていること。

なお、ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないので留意する
こと。

①ケアマネジャーに対する情報提供の方法
サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする。情報提供は、必ずしも

文書等による必要はないが、情報提供の要点を記録すること。（医療保険の診療録に
下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにして記載する等）

会議への参加が困難又は会議が開催されない場合には、下記の「情報提供すべき事
項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。)につ
いて、文書等（メール、ＦＡＸ可）により情報提供を行い、その文書の写しを診療録
に添付する等により保存すること。

◇情報提供すべき事項
(a) 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、

生年月日、性別、住所、連絡先等）
(b) 利用者の病状、経過等
(c) 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
(d) 利用者の日常生活上の留意事項
※上記に係る情報提供については、診療報酬点数表における診療情報提供料に定

める様式を活用して行うこともできる。

②利用者・家族等に対する指導・助言の方法
介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導・助言は、文書等

の交付により行うよう努めること。口頭により指導・助言を行った場合は、その要点
を記録すること。（医療保険の診療録に下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別
できるようにして記載する等）

文書等により指導・助言を行った場合は、その文書の写しを診療録に添付する等に
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より保存すること。

（２）薬剤師による居宅療養管理指導〔第２の６（３）〕
医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者を訪問し、薬歴管理、服薬指導、薬剤

服用状況、薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、利用者・家族等へ指導
内容を文書等で交付するよう努め、関係職種への必要な報告及び情報提供を行うこ
と。

なお、ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないので留意する
こと。

①薬局薬剤師による場合
処方医からの情報提供等に基づき、利用者の居宅を訪問する前に、薬剤の管理方法、

処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上で、「薬学的管理指導計画」（実施すべ
き指導の内容、訪問回数・間隔等を記載）を策定し、薬剤服用歴の記録に添付する等
により保存すること。

新たに得られた利用者の情報、処方薬剤の変更、他職種からの情報提供等があった
場合には、「薬学的管理指導計画」を適宜見直すこと。

提供した居宅療養管理指導の内容について、居宅療養管理指導の指示を行った医師
又は歯科医師に文書で報告し、その文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等によ
り保存すること。

必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても情報提供をすること。

②医療機関の薬剤師による場合
提供した居宅療養管理指導の内容について、薬剤管理指導記録を作成し、居宅療養

管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に報告すること。

（３）管理栄養士による居宅療養管理指導〔第２の６（４）〕
計画的な医学的管理を行う医師の指示に基づき、利用者を訪問し、栄養管理に係

る情報提供・指導・助言を行うこと。

①管理栄養士が医師等の他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・嚥下機能及び
食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

また、作成した計画は、利用者・家族等に説明し、その同意を得て交付すること。
②管理栄養士が居宅を訪問し、栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄
養食事相談又は助言を３０分以上行うこと。
③管理栄養士は栄養ケアの提供内容の要点を記録し、栄養ケア計画を添付して保存し、
居宅療養管理指導に係る指示を行った医師に報告すること。
④栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに修正すること。

また、概ね３月を目途に、低栄養状態のリスクについて栄養スクリーニングを実施
し、医師の指示のもとに関連職種と共同して栄養ケア計画の見直しを行うこと。
⑤居宅療養管理指導に係る「栄養スクリーニング」、「栄養アセスメント」、「栄養ケ
ア計画」、「モニタリング」、「評価」等については、「居宅サービスにおける栄養ケア
・マネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成18年3
月31日老老発第0331009号厚生労働省老健局老人保健課長通知）の別紙１～２の
様式例を準用すること。ただし、居宅療養管理指導に必要とされる事項が記載できる
ものであれば、別の様式を利用して差し支えないこと。

（４）歯科衛生士等による居宅療養管理指導〔第２の６（５）〕
訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、利用者を訪問し、口腔内の清掃、

有床義歯の清掃等に係る実地指導を行うこと。
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①訪問診療を行った歯科医師、歯科衛生士等が共同して、利用者ごとに口腔衛生状態
や摂食・嚥下機能等に配慮した管理指導計画を作成していること。

また、作成した計画は、利用者・家族に説明し、その同意を得て交付すること。
②管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を１人の利用者に対し歯科衛生士等が
１対１で２０分以上行うこと。

単なる日常的な口腔清掃等である等、療養上必要な指導に該当しないと判断される
場合は算定できないこと。
③歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、管理指導計画を添付して保存し、居
宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に報告すること。

◇報告すべき事項
利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始時刻及び終了時刻、指導の要点、解決
すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療
に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻、担当者の署名

④管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに修正すること。
また、概ね３月を目途に、口腔機能のリスクについてスクリーニングを実施し、必

要に応じて歯科医師その他の職種と共同して管理指導計画の見直しを行うこと。

⑤居宅療養管理指導に係る「口腔機能スクリーニング」、「口腔機能アセスメント」、
「管理指導計画」、「モニタリング」、「評価」等については、「口腔機能向上加算等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成18年3月31日老老発第03
31008号厚生労働省老健局老人保健課長通知）の別紙１～２の様式例を準用するこ
と。ただし、個々の利用者の口腔機能に着目した居宅療養管理指導が適切に行われて
おり、必要事項が記載されている場合は、別の様式を利用して差し支えないこと。
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居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導について

１ 概要
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導とは、事業を行う指定を受けた

病院、診療所、薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が、通院困
難な要介護者、要支援者の居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を
把握し、それらを踏まえて療養上の管理、指導等を行うものです。

２ 従業者の員数について
（１）病院又は診療所

①医師又は歯科医師
②薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するもの
を行う保健師、看護師、准看護師を含む）又は管理栄養士
その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

（２）薬局：薬剤師

3 サービスの実施に当たっての留意事項について
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）を参照。

（１）医師・歯科医師による居宅療養管理指導〔第２の６（２）〕
主治の医師及び歯科医師が、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理

に基づき、ケアマネジャー等に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
を行っていること。
また、利用者・家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法

等についての指導及び助言を行っていること。
なお、ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないので留意する

こと。

①ケアマネジャーに対する情報提供の方法
サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする。情報提供は、必ずしも

文書等による必要はないが、情報提供の要点を記録すること。（医療保険の診療録に
下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにして記載する等）
会議への参加が困難又は会議が開催されない場合には、下記の「情報提供すべき事

項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。)につ
いて、文書等（メール、ＦＡＸ可）により情報提供を行い、その文書の写しを診療録
に添付する等により保存すること。
◇情報提供すべき事項
(a) 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、

生年月日、性別、住所、連絡先等）
(b) 利用者の病状、経過等
(c) 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
(d) 利用者の日常生活上の留意事項
※上記に係る情報提供については、診療報酬点数表における診療情報提供料に定
める様式を活用して行うこともできる。

②利用者・家族等に対する指導・助言の方法
介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導・助言は、文書等

の交付により行うよう努めること。口頭により指導・助言を行った場合は、その要点
を記録すること。（医療保険の診療録に下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別
できるようにして記載する等）
文書等により指導・助言を行った場合は、その文書の写しを診療録に添付する等に
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より保存すること。

（２）薬剤師による居宅療養管理指導〔第２の６（３）〕
医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者を訪問し、薬歴管理、服薬指導、薬剤

服用状況、薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、利用者・家族等へ指導
内容を文書等で交付するよう努め、関係職種への必要な報告及び情報提供を行うこ
と。
なお、ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないので留意する

こと。

①薬局薬剤師による場合
処方医からの情報提供等に基づき、利用者の居宅を訪問する前に、薬剤の管理方法、
処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上で、「薬学的管理指導計画」（実施すべ
き指導の内容、訪問回数・間隔等を記載）を策定し、薬剤服用歴の記録に添付する等
により保存すること。
新たに得られた利用者の情報、処方薬剤の変更、他職種からの情報提供等があった

場合には、「薬学的管理指導計画」を適宜見直すこと。

提供した居宅療養管理指導の内容について、居宅療養管理指導の指示を行った医師
又は歯科医師に文書で報告し、その文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等によ
り保存すること。
必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても情報提供をすること。

②医療機関の薬剤師による場合
提供した居宅療養管理指導の内容について、薬剤管理指導記録を作成し、居宅療養

管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に報告すること。

（３）管理栄養士による居宅療養管理指導〔第２の６（４）〕
計画的な医学的管理を行う医師の指示に基づき、利用者を訪問し、栄養管理に係

る情報提供・指導・助言を行うこと。

①管理栄養士が医師等の他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・嚥下機能及び
食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
また、作成した計画は、利用者・家族等に説明し、その同意を得て交付すること。

②管理栄養士が居宅を訪問し、栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄
養食事相談又は助言を３０分以上行うこと。
③管理栄養士は栄養ケアの提供内容の要点を記録し、栄養ケア計画を添付して保存し、
居宅療養管理指導に係る指示を行った医師に報告すること。
④栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに修正すること。
また、概ね３月を目途に、低栄養状態のリスクについて栄養スクリーニングを実施

し、医師の指示のもとに関連職種と共同して栄養ケア計画の見直しを行うこと。
⑤居宅療養管理指導に係る「栄養スクリーニング」、「栄養アセスメント」、「栄養ケ
ア計画」、「モニタリング」、「評価」等については、「居宅サービスにおける栄養ケア
・マネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成18年3
月31日老老発第0331009号厚生労働省老健局老人保健課長通知）の別紙１～２の
様式例を準用すること。ただし、居宅療養管理指導に必要とされる事項が記載できる
ものであれば、別の様式を利用して差し支えないこと。

（４）歯科衛生士等による居宅療養管理指導〔第２の６（５）〕
訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、利用者を訪問し、口腔内の清掃、

有床義歯の清掃等に係る実地指導を行うこと。
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①訪問診療を行った歯科医師、歯科衛生士等が共同して、利用者ごとに口腔衛生状態
や摂食・嚥下機能等に配慮した管理指導計画を作成していること。
また、作成した計画は、利用者・家族に説明し、その同意を得て交付すること。

②管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を１人の利用者に対し歯科衛生士等が
１対１で２０分以上行うこと。
単なる日常的な口腔清掃等である等、療養上必要な指導に該当しないと判断される

場合は算定できないこと。
③歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、管理指導計画を添付して保存し、居
宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に報告すること。
◇報告すべき事項
利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始時刻及び終了時刻、指導の要点、解決
すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療
に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻、担当者の署名

④管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに修正すること。
また、概ね３月を目途に、口腔機能のリスクについてスクリーニングを実施し、必

要に応じて歯科医師その他の職種と共同して管理指導計画の見直しを行うこと。

⑤居宅療養管理指導に係る「口腔機能スクリーニング」、「口腔機能アセスメント」、
「管理指導計画」、「モニタリング」、「評価」等については、「口腔機能向上加算等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成18年3月31日老老発第03
31008号厚生労働省老健局老人保健課長通知）の別紙１～２の様式例を準用するこ
と。ただし、個々の利用者の口腔機能に着目した居宅療養管理指導が適切に行われて
おり、必要事項が記載されている場合は、別の様式を利用して差し支えないこと。

16



「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

医師・歯科医師の居宅療養管理指導について〔第２の６(２)〕
① 算定内容
主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的

な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員（指定居宅介護支援事
業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サー
ビス計画（以下６において「ケアプラン」という。）を作成している介護支援専門
員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活
介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービスの利用者にあっては、
当該事業所の介護支援専門員をいう。以下６において「ケアマネジャー」という。）
に対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に
対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言
を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定でき
ないこととなるため留意すること。
また、利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、

利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提
供する上での情報提供及び助言を行うこととする。
なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施

設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に
限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。
② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法
ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行

うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はない。）。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等にお

いては、左記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療
状況を示す文書等の内容も含む。）について、原則として、文書等（メール、ＦＡ
Ｘ等でも可）により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものと
する。
なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、

その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記
載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できる
ようにすること。
また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等の写しを診療

録に添付する等により保存すること。
（情報提供すべき事項）
(a) 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、
生年月日、性別、住所、連絡先等）

(b) 利用者の病状、経過等
(c) 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
(d) 利用者の日常生活上の留意事項
※ 前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表における診療情報提供
料に定める様式を活用して行うこともできることとする。

イ 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法
介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導又は助言は、文

書等の交付により行うよう努めること。なお、口頭により指導又は助言を行った場
合については、その要点を記録すること。当該記載については、医療保険の診療録
に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別でき
るようにすること。
また、文書等により指導又は助言を行った場合については、当該文書等の写しを

診療録に添付する等により保存すること。
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③ ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合
居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者や自らケアプランを作

成している利用者などのケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない
利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合は、①の規定にかかわらず算定できる
こと。ただし、当該利用者が、居宅療養管理指導以外にも他の介護サービスを利用
している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該
他の介護サービス事業者等に対し、介護サービスを提供する上での情報提供及び助
言を行うこととする。
④ 算定回数について
主治の医師及び歯科医師が、一人の利用者について、それぞれ月二回まで算定す

ることができる。
⑤ 算定日について
算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また、請求明細書の摘

要欄には、訪問診療若しくは往診の日又は当該サービス担当者会議に参加した場合
においては、参加日若しくは参加が困難な場合においては、文書等を交付した日を
記入することとする。

薬剤師が行う居宅療養管理指導について〔第２の６(３)〕
① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に基
づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場
合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬
歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を
行い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対し
て積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、
薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）を作成す
るとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプ
ランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマネジャーへの情報提供
がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。ただし、ケアマネ
ジャーによるケアプランの作成が行われていない場合の取扱いについては、⑵③
を準用する。
併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善の

ため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事業者等に対して情
報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局薬剤師にあっては当該居宅療養管
理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供
を文書で行うこととする。また、提供した文書等の写しがある場合は、記録に添
付する等により保存することとする。
なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から提供された医師・
歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等に基づき、又は必要に応じ処方
医と相談するとともに、他の医療関係職種（歯科訪問診療を実施している保険医
療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等）との間
で情報を共有しながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるも
のであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施
すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載する。
策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法によ

り保存する。
薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。
訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。

また、必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及び他職種か
ら情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。

③ 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、
居宅療養管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の
指導に関する留意点について情報提供することとする。

④ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月２回以上算定する場合（がん末期患
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者及び中心静脈栄養を受けている者に対するものを除く。）にあっては、算定す
る日の間隔は６日以上とする。がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者に
ついては、週２回かつ月８回に限り算定できる。医療機関の薬剤師が行う居宅療
養管理指導を月２回算定する場合にあっては、算定する日の間隔は６日以上とす
る。

⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記
録に、少なくとも以下のア～ツについて記載しなければならない。
ア 利用者の基礎情報として、利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保
険者証の番号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての記録

イ 処方及び調剤内容として、処方した医療機関名、処方医氏名、処方日、処
方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等

ウ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴、薬学的管理に必要な利用者の生活
像等等

エ 疾患に関する情報として、既往歴、合併症の情報、他科受診において加療中
の疾患

オ 併用薬等（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品
を含む。）の情報及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況等

カ 服薬状況（残薬の状況を含む。）
キ 副作用が疑われる症状の有無（利用者の服薬中の体調の変化を含む。）及び
利用者又はその家族等からの相談事項の要点

ク 服薬指導の要点
ケ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
コ 処方医から提供された情報の要点
サ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、服薬状況、残薬
の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に
関する確認、実施した服薬支援措置等）

シ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
ス 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当
該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪
問結果に関する情報の要点

⑥ 居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師にあっては薬剤管理指
導記録に、少なくとも以下のア～カについて記載しなければならないこととし、
最後の記入の日から最低三年間保存すること。
ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号
イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴
ウ 薬学的管理指導の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重複投
薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置を含む。）

エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点
オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名
カ その他の事項

⑦ 居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品について、医療機
関又は薬局の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則として当該薬剤師は、速
やかに当該利用者の主治医に対し、当該情報を文書により提供するとともに、当
該主治医に相談の上、必要に応じ、利用者に対する薬学的管理指導を行うものと
する。
ア 医薬品緊急安全性情報
イ 医薬品・医療機器等安全性情報

⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、
居宅療養管理指導費は、算定しない。

⑨ ⑧にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保険薬局（以下「在宅基幹薬
局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「サポート薬局」という。）と薬
学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由が
ある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者又はその家族等に居宅
療養管理指導を行うことについて、あらかじめ当該利用者又はその家族等の同意
を得ている場合には、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が居宅療養管理指導
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を行った場合は居宅療養管理指導費を算定できること。なお、居宅療養管理指導
費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。

⑩ サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養管理指導を
行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を行うこととする。
ア サポート薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内
容を共有すること。

イ アを踏まえ、在宅基幹薬局は、居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯
科医師に対する訪問結果についての報告やケアマネジャーに対する必要な情報
提供等を行うこと。

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行ったサポート薬局
名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請求明細書の摘要欄にサポー
ト薬局が当該業務を行った日付等を記載すること。

⑪ 居宅において疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬剤（以下「麻
薬」という。）は、「麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）第２条第
１号に規定する麻薬」のうち、使用薬剤の購入価格（薬価基準）（平成14年厚生
労働省告示第87号）に収載されている医薬品であり、以降、改定がなされた際に
は、改定後の最新の薬価基準に収載されているものを意味する。

⑫ 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対して、定期的に、
投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適
切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行うととも
に、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に算定する。なお、
薬局薬剤師にあっては、処方せん発行医に対して必要な情報提供を行うことが必
要である。

⑬ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師にあっては薬剤服用
歴の記録に⑤の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていな
ければならない。
ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状
況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬
の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等）

イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点（麻薬に係る服薬指導、残
薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の服薬状況、疼痛緩和
及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含む。）の要点

エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事に届
け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。）

⑭ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬剤師にあっては薬
剤管理指導記録に⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載され
ていなければならない。
ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の
状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認等）

イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項（麻薬に係る服薬指導、残薬
の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
エ その他の麻薬に係る事項

⑮ 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師からの報告によ
る留意事項を記載する。なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載す
ることとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるよう
にすることとする。また、薬局薬剤師による訪問結果についての必要な情報提供
についての文書は、診療録に添付する等により保存することとする。
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管理栄養士の居宅療養管理指導について〔第２の６(４)〕
① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っており、通
院による療養が困難な利用者について、医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に
定める特別食を提供する必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にある
と医師が判断した場合であって、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者
の居宅を訪問し、作成した栄養ケア計画を患者又はその家族等に対して交付する
とともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談
又は助言を三十分以上行った場合に算定する。
なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算
定できる。

③ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、訪問診療の結果等に基づき
指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア計画を添付する等により
保存する。また、栄養ケア計画に基づき、実際に居宅療養管理指導を行う管理栄
養士に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さらに、栄養ケア
計画の見直しに当たっては、管理栄養士の報告をうけ、医師の訪問診療の結果等
に基づき、指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア計画を添付す
る等により保存する。
なお、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に記載及び添付するこ

ととしてもよいが、記載については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区
別することとする。

④ 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、以下のアからケまでに掲げる
プロセスを経ながら実施すること。
ア 利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄養スクリーニング」
という。）。

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること（以
下「栄養アセスメント」という。）。

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看護師、薬剤
師その他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・嚥下機能及び食形態にも
配慮された栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、栄養食事相談
に関する事項（食事に関する内容、利用者又は家族が主体的に取り組むことが
できる具体的な内容及び相談の実施方法等）、解決すべき事項に対し関連職種
が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、
作成した栄養ケア計画については、居宅療養管理指導の対象となる利用者又は
その家族に説明し、その同意を得ること。

エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供及び栄養食
事相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給
方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性
等）があれば直ちに当該計画を修正すること。

オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合には、当該利用
者に係る居宅療養管理指導の指示を行った医師を通じ、介護支援専門員に対し
て情報提供を行うこと。

カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、
栄養状態のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医
師に対する報告を行うこと。なお、低栄養状態のモニタリングにおいては、利
用者個々の身体状況等を勘案し必要に応じて体重を測定するなど、ＢＭＩや体
重減少率等から利用者の栄養状態の把握を行うこと。

キ 利用者について、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄
養スクリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職種と共同して当該計画
の見直しを行うこと。

ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録する。なお、
交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等により保存すること。

ケ 指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準第九十一条において
準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養
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ケア計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記
録とは別に管理栄養士の居宅療養管理指導費の算定のために利用者
の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

⑤ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲
の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等に
より腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症（肥満度
が＋４０％以上又はＢＭＩが３０以上）の患者に対する治療食を含む。なお、高
血圧の患者に対する減塩食（食塩相当量の総量が６．０グラム未満のものに限
る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良となった者も含む。）のための流動
食は、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、介護福祉施設サービス、介護
保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型
介護福祉施設サービスの療養食加算の場合と異なり、居宅療養管理指導の対象と
なる特別食に含まれる。

歯科衛生士等の居宅療養管理指導について〔第２の６(５)〕

① 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、訪問歯科診療を行った利用
者又はその家族等に対して、当該訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、当
該医療機関に勤務（常勤又は非常勤）する歯科衛生士等が、利用者の居宅を訪問
して、利用者又はその家族の同意及び訪問診療の結果等に基づき作成した管理指
導計画を利用者又はその家族等に対して交付するとともに、当該管理指導計画に
従った療養上必要な実地指導を一人の利用者に対して歯科衛生士等が一対一で二
十分以上行った場合について算定し、実地指導が単なる日常的な口腔清掃等であ
るなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は算定できない。
なお、請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医

師が訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日を記入することとする。
② 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導は、指示を行った歯科医師の訪問診療の
日から起算して三月以内に行われた場合に算定する。

③ 歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った時間とは、実際に指導を行った時間
をいうものであり、指導のための準備や利用者の移動に要した時間等は含まない。

④ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、医療機関に勤務する歯科衛
生士等が、当該医療機関の歯科医師からの指示、管理指導計画に係る助言等（以
下「指示等」という。）を受け、居宅に訪問して実施した場合に算定する。なお、
終了後は、指示等を行った歯科医師に報告するものとする。

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画を当該記
録に添付する等により保存するとともに、指導の対象となった利用者ごとに利用
者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課
題の改善等に関する要点、歯科医師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行し
た場合には当該歯科医師の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指
示等を行った歯科医師に報告する。

⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアからキまでに掲げ
るプロセスを経ながら実施すること。
ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嚥下機能等）のリスクを、把握するこ
と（以下「口腔機能スクリーニング」という。）。

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること
（以下「口腔機能アセスメント」という。）。

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が
共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清掃、有床義歯の清
掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機能の維持・向上に必要な
実地指導、歯科保健のための食生活指導等）、解決すべき課題に対し関連職種
が共同して取り組むべき事項等を記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要
な実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成する
こと。また、作成した管理指導計画については、居宅療養管理指導の対象とな
る利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施するとともに、
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管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃方法の変更の必要性、関連職種が共同
して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正す
ること。

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、
口腔機能のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯
科医師に対する報告を行うこと。なお、口腔機能のモニタリングにおいては、
口腔衛生の評価、反復唾液嚥下テスト等から利用者の口腔機能の把握を行うこ
と。

カ 利用者について、概ね三月を目途として、口腔機能のリスクについて、口腔
機能スクリーニングを実施し、当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科
医師に報告し、歯科医師による指示に基づき、必要に応じて管理指導計画の見
直しを行うこと。なお、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科医師その他
の職種と共同して行うこと。

キ 指定居宅サービス基準第九十一条において準用する第十九条に規定するサー
ビスの提供の記録において利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生士等が利
用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に歯科衛生士等の居宅
療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないも
のとすること。

⑦ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師は、訪問診療の結果等に基
づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付する等に
より保存する。また、管理指導計画に基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士
等に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さらに、管理指導計
画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報告をうけ、歯科医師の訪問診療の結
果等に基づき、指示した内容（療養上必要な実地指導の継続の必要性等）の要点
を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。なお、当
該記載及び添付については、医療保険の診療録に記載及び添付することとしても
よいが、記載については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別すること
とする。

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必要である場合も想
定されることから、その疑いがある場合は、利用者又は家族等の同意を得て、指
示を行った歯科医師、歯科医師を通した指定居宅介護支援事業者等への情報提供
等の適切な措置を講じることとする。
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看護職員による（介護予防）居宅療養管理指導の廃止について

１ 概要
看護職員による（介護予防）居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、

６ヶ月の経過措置期間を設けた上で廃止する。

２ 単位数
看護職員が行う場合
＜現行＞ ＜改訂後＞
同一建物居住者以外 ４０２単位 ⇒ なし（廃止）
同一建物居住者 ３６２単為

3 看護職員による居宅療養管理指導に関する条例の規定
介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定
める条例（平成２４年岡山県条例第６２号） 平成３０年４月１日施行
（経過措置）
この条例の施行の際現に介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に
規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われるこの条例による改
正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスを行っている事業所において行われる
この条例による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営の基準等を定める条例（以下「旧条例」という。）第９０条に規定する
指定居宅療養管理指導のうち、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相
当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師及び准看護
師をいう。）が行うものについては、同条から旧条例第９２条まで及び旧条例第
９５条第３項の規定は、平成３０年9月３０日までの間、なおその効力を有する。

旧条例第９０条（基本方針）
指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導（以下「指定居宅療養管理指導」と
いう。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相
当相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師。看護師又は准
看護師をいう。以下この章において同じ。）、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅
療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この
章において同じ。）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を
訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養
上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでな
ければならない。
旧条例第９１条（従業者の員数）
指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定居宅療養管理指導事業者」とい
う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅療養管理指導所」という。）ごと
に置くべき従業者（以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。）の
員数は、次のとおりとする。
一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
イ 医師又は歯科医師
ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養

管理指導の内容に応じた適当数
二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師
三 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション及び指定介護予防訪

問看護ステーション（指定介護予防サービス等基準第６３条第１項の指定介護
予防訪問看護ステーションをいう。）をいう。以下この章において同じ。）で
ある指定居宅療養管理指導事業所 看護職員

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者（指定介
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護予防サービス等基準第８８条第１項の指定介護予防居宅療養管理指導事業者
をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事
業と指定介護予防居宅療養管理指導（指定介護予防サービス基準第８７条の指
定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所に
おいて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例
第８９条第１項に規定する人員の基準を満たすことをもって、前項に規定する
基準を満たしているものとみなすことができる。

旧条例第９２条（設備及び備品等）
指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーショ
ン等であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、
指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えている者でなければな
らない。
２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理
指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について
は、指定介護予防サービス等条例第９０条第1項に規定する設備の基準を満た
すことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ
る。

旧条例第９５条（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針）
３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるもの

とする。
一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等に対する居

宅サービスの計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相
談及び支援を行うこと。

二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利
用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指
導又は助言を行うこと。

三 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、
速やかに記録を作成するとともに、医師又は居宅介護支援事業者等に報告する
こと。
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＜H30.2時点＞

診療報酬点数表の項目 医療保険での算定

在宅患者訪問薬剤管理指導料　　＊注１

在宅患者訪問栄養食事指導料

在宅患者連携指導料

診療情報提供料（Ⅰ）の(注２)　＊注２

＊医療機関から市町村又は居宅介護支援事業者等への
情報提供

診療情報提供料（Ⅰ）の(注３)　＊注３

＊医療機関から薬局への在宅患者訪問薬剤管理指導に
係る情報提供

訪問歯科衛生指導料　　　　　　＊注４

在宅患者訪問薬剤管理指導料　　＊注１

在宅患者連携指導料

歯科疾患管理料　　　　　　　　＊注４

歯科特定疾患療養管理料　　　　＊注４

診療情報提供料（Ⅰ）の(注２)　＊注４

＊医療機関から市町村又は居宅介護支援事業者等への
情報提供
診療情報提供料（Ⅰ）の(注６)　＊注４
＊医療機関から障害者歯科医療連携加算又は地域歯科
診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するも
のとして厚生局に届出た保険医療機関、別の医科の保
険医療機関、居宅介護支援事業者等に対して、診療状
況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合

歯科疾患在宅療養管理料　　　　＊注４

在宅患者訪問薬剤管理指導料　　＊注１ 算定不可

薬剤服用歴管理指導料        　＊注５

かかりつけ薬剤師指導料        ＊注５

かかりつけ薬剤師包括管理料    ＊注５

外来服薬支援料

服薬情報等提供料　　　　　　　＊注６

在宅患者緊急時等共同指導料　　＊注１
同一月に薬剤師による(介護予防)居宅
療養管理指導費と同一日には算定不可

給付調整の対象となる主な医療保険

算定不可

同一月に医師による(介護予防)居宅療
養管理指導費が算定されている場合に
は算定不可

医
科
診
療
報
酬

  要介護被保険者に対し、医療保険と介護保険とで同様のサービスがある場合は、
介護保険が優先しますので、医療保険での算定はできません。

※なお、詳細は「平成20年厚生労働省告示第128号」、「平成18年４月28日老老発第0428001号・保医発第
0428001号」を参照して下さい。

＊注６介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等に入所している患者に対し指導等を行った場合に
　　　限り、算定できます。

歯
科
診
療
報
酬

算定不可

＊注１介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等に入所している患者で、末期の悪性腫瘍である患者
　　　に対し指導等を行った場合に限り、算定できます。

同一月に歯科医師による(介護予防)居
宅療養管理指導費が算定されている場
合には算定不可

＊注４入院中の患者又は介護老人保健施設、介護老人福祉施設の入所者には算定できます。

＊注５当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合
　　　には算定できます。

同一月に薬剤師による(介護予防)居宅
療養管理指導費が算定されている場合
には算定不可

＊注３入院中の患者（介護療養型医療施設の病床以外）又は介護老人福祉施設等の入所者には算定
　　　できます。

＊注２入院中の患者（介護療養型医療施設の病床以外）、（介護予防）短期入所療養介護を受けて
　　　いる場合又は介護老人福祉施設等の入所者には算定できます。

調
剤
報
酬
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